
 

歴史的建造物に関する支援制度について 

歴史的建造物 

 支援制度 

変更，解体に係る制限 補助 税の減免 

京都市指定・登録文化財 
意匠的に優秀なもの，技術的に優秀なも

の，歴史的価値の高いもの等 
現状変更の制限 〇 〇 

景観系指定建造物 
 
 

現状変更の制限 
（一部例外あり） 

〇 
〇 

（一部例外あり） 
 

景観重要建造物 
景観上の特徴を有し，地域の景観形成に重

要なもの 

歴史的風致形成建造物 
重点区域内の歴史的な建造物であって，地

域の歴史的風致を形成しているもの 

歴史的意匠建造物 
歴史的な意匠を有し，地域における市街地

景観の整備を図るうえで重要なもの 

界わい景観建造物 
界わい景観整備地区内において町並みの

景観を特色付けている建築物 

重要京町家 

趣のある町並み又は個性豊かで洗練され

た生活文化の保全及び継承を図るうえで

特に重要な京町家 

解体に着手する 
１年前までに届出 

〇 × 

京都を彩る建物や庭園 
市民が京都の財産として残したいと思う，

京都の歴史や文化を象徴する建物や庭園 
なし 〇 × 

国登録文化財 

有形文化財のうち，その文化財としての価

値に鑑み保存及び活用のための措置が特

に必要とされるもの 
なし 

△ 
設計監理費のみ 

〇 
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京都駅周辺（南側）における町界の状況
（両側町との比較）
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■京都駅周辺（南側）

■両側町（四条通周辺）

：第一種住居地域
：第二種住居地域

：準住居地域
：近隣商業地域：第二種低層住居専用地域

：第一種中高層住居専用地域
：第二種中高層住居専用地域

：第一種低層住居専用地域

：商業地域
：準工業地域
：工業地域
：工業専用地域

：町界



幹線沿道の一体的な土地利用の誘導の検討について 

１ 外環状線沿道 

都市マスの方針 現状 変更案 

    

計画自由度の向上 

（用途・建蔽・ 

容積・高さ） 

にぎわいと潤いの 

ある空間の確保 

（用途・ｾｯﾄﾊﾞｯｸ/緑地）

配慮すべき事項 

→対応イメージ 
対象エリア 

○新たな魅力の創出や活力の向上

に資する多様な都市機能の集積 
○安心・快適で歩きたくなるよう

なにぎわいと潤いのある都市空間

の形成 

  
○ 

※従来，高さを一杯

まで使っているにも

関わらず，容積率が

歩留まり傾向あり

（別紙１参照） 

○ 
○住居系から商業系に見直す箇所 
・迷惑施設の立地 
 →立地規制を要件として指定 等 
・後背の住宅地等とのギャップが発生 

→後背地側のセットバックを 
要件として指定 等 

外環状線沿道（山科

駅～名神高速以北） 

○外環状線沿道の考え方を他にも応用して見た場合，沿道利用の一体性の観点から，土地のポテンシャルを十分引き出せていないものが一部あることは事実 
○しかしながら，既に多様な都市機能が集積（都市マスの将来像にも合致）している都心部の住居系用途地域や工業系用途地域において，沿道の空間に対する将来像がないまま 

同一の規定を適用すると，既存不適格の発生や，土地の細分化など，現状の土地利用状況との整合を図ることが困難 
○そのうえで，この間の議論を踏まえると，京都の都市活力を伸ばすための新たな拠点の早急な構築が不可欠となるため，京都駅にもう一つ都心をつくり，クリエイティブな活動を 

可視化することにより，拠点としての魅力を高めていくための土地利用の実効性を高めていくことが肝要 

２ 京都駅周辺（南部） ＊議論用たたき 

都市マスの方針 現状 変更案 

    

計画自由度の向上 

（用途・建蔽・ 

容積・高さ） 

にぎわいと潤いの 

ある空間の確保 

（用途・緑地） 

配慮すべき事項 

（→対応イメージ） 
対象エリア 

○都市活力をけん引するオフィス

ビルや商業施設などの都市機能の

高度集積 

  
○ 

※従来，角地緩和で

きるにも関わらず，

建蔽率が歩留まり傾

向あり（別紙３参照） 

○ 
○住居系から商業系に見直す箇所 
・迷惑施設の立地 

→幹線沿道と一体利用できる街区に 
限定して指定 等 

・後背の住宅地等とのギャップが発生 
 →区画道路の有無など，後背地との 

離隔等を考慮して指定 等 

交差点角地の街区 

【委員会での御意見を踏まえ， 
今回拡充する方針（案）】 

○都心の熱を受け止める幹線沿道

において，後背地の住環境との調

和に配慮しつつ，建築物のファサ

ードと機能を沿道に開くことによ

り，幹線沿道と一体的に賑わいが

創出されるよう土地利用を誘導 
  

※その他，沿道側の土地の細分化や，街区の奥行き大きさなどの状況から見て，一体的に沿道利用を引き出すことが困難な場合は，個別に判断が必要。 

＊考え方の応用が 
できないか？ 

○沿道と後背地の機能を適切に分散させるため，路線的商業地域の指定を基

本としつつ，京都駅からの熱が伝わりにくい規制の谷間を引き上げる 
○そのうえで，幹線沿道に比べ建蔽率が優位となる交差点角地の街区におい

ては，容積率と合わせて引き上げることにより，まちのランドマークを誘導 

現状のイメージ（別紙２） クリエイティブな活動が可視化され連続するイメージ 

イメージ： 
ワコールスタディホール京都 
出典：飛島建設株式会社ＨＰ 
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○沿道との一体的な土地利用が誘導できていない要因を解消し，計画自由度

を向上させることにより，事業者の創意工夫を引き出す 
○幹線沿道におけるウォーカブル空間の創出を基本にしつつ，後背地の住環

境や，山科川をはじめとする自然環境との調和にも配慮した回遊性の向上 



各幹線沿道エリアにおける土地利用の状況（共同住宅）

○各幹線沿道エリアともに，容積率と高さの使い方にばらつきがある。
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＜参考＞両幹線沿道エリアの主な都市計画
・御池通（河原町通〜堀川通） ：商業地域，容積率700％，31m第1種高度地区
・外環状線（⼭科駅〜椥辻駅間）：商業地域，容積率600％，31m第1種高度地区

平均：９２％

平均：８４％

※1990（平成2）年以降の建築確認申請の情報を基に本市作成

○両幹線沿道のエリアともに，建物高さの使用
割合は高いが，外環状線は一部を除き容積率
の使用割合が低い建物が多い。
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■東部地域における各幹線沿道エリア

■外環状線（⼭科駅〜椥辻駅間）・御池通

平均：７８％
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京都駅南北　幹線沿い　建蔽率・容積率使用状況

全体 南側 (N=121) 北側 (N=147)

指定建蔽率に対する使用建蔽率の割合平均 69 64 73

指定容積率に対する使用容積率の割合平均 43 40 46

全体 角地 (N=46) 幹線沿い (N=75)

指定建蔽率に対する使用建蔽率の割合平均 64 60 67

指定容積率に対する使用容積率の割合平均 40 47 35
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「らくなん進都（鴨川以北の工業地域）における商業・業務機能の誘導」に向けた対応方策の検討について 

方向性 
（第３回委員会に頂いた御意見ベース） 

課題 

対応方策（案） 

地域地区等 立地適正化計画制度 

 

特別用途地区 
※大臣承認が必要 

 

地区計画 

 

 

都市再生特別地区 
※都市再生緊急整備地域内に限る 

 

特定用途誘導地区 
※都市機能誘導区域内に限る 

指定した用途を緩和す

ることにより，ベース

の用途地域を補完する

もの 

住民・事業者等からの

発意等により，きめ細

やかなルールを定める

もの 

事業者からの提案によ

り，既存の用途地域の

規制を適用除外とした

うえで，自由度の高い

計画を定めることがで

きるもの 

指定した誘導施設に限

り，用途や容積率の緩

和を行う一方，誘導施

設以外の用途は従来ど

おり規制するもの 

まちの拠点づ

くり 

商業・業務機

能の集積 

＊商業地域に

見直す 

既存工場の既

存不適格の緩

和 

× 
既存工場が商業地域を

補完する用途とならな

い（大臣承認が困難） 

× 
同左 

○ ○ 
工業地域のままとなる

ため，不適格にならな

い 

商業機能の誘

導 

○ ○ ○ △ 
１万㎡超は立地できな

い 

風俗店等の迷

惑施設の立地

規制 

○ ○ ○ 
工業地域のままとなる

ため，立地規制される 

○ 
同左 

大企業の本社

も集積しやす

い都市計画 

大街区化や高

度利用の促進

＊最低敷地面

積等の条件付

け 

各 種 条 件 付

け，道路基盤

への負荷 

○ ○ ○ ◎ 
誘導したい用途に特化

してインセンティブを

付与できる 
道路基盤の幅員等は良好 

商業地域に見直したうえで， 
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工業系用途地域における土地利用の状況 補足資料4-4

【容積率】
敷地面積に対する延べ床面積の割合

■工場の容積率の使用割合・
使用建蔽率

○容積率の使用割合はばらつきがある。
○どのエリアも使用建蔽率は高い。

①ＪＲ北側

②上鳥羽・吉祥院

③久我・羽束師

④下鳥羽・横大路

【建蔽率の目的】
○通風や日当たりの確保
○火災に備えた離隔距離による安全性の確保

【建蔽率】
敷地面積に対する建築面積の割合
※ 京都市内の工業系用途地域の指定建蔽率は６０％
であるが，角地や準防火地域の緩和規定などにより
最大８０％になる場合がある。

①ＪＲ北側

②上鳥羽・吉祥院

③久我・羽束師

④下鳥羽・横大路

使用建蔽率（％）

容
積
率
の
使
用
割
合
（
％
）

使用建蔽率（％）

容
積
率
の
使
用
割
合
（
％
）

使用建蔽率（％）

容
積
率
の
使
用
割
合
（
％
）

使用建蔽率（％）

容
積
率
の
使
用
割
合
（
％
）

※1990(H2)年以降の建築確認申請の情報を基に本市作成
※容積率の使用割合は，指定容積率（都市計画で定められた容積率の最高限度）に対する使用容積率（建物の実際の容積率）を建物敷地ごとに算出



らくなん進都（鴨川以南）における延床面積の推移 補足資料4-5

※土地利用現況調査資料を基に算出
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らくなん進都（鴨川以南の準工）における建蔽率引き上げの手法検討 

建蔽率の趣旨 手法 

①通風，日照，採光の

確保 主に住環境保護のために，建蔽率の上限値を設定 

② 火 災

へ の 安

全 性 の

確保等 

建物の防・

耐火の観点 

（火災で倒

壊しない，

延 焼 し な

い・させな

い） 

市街地にお

ける火災の

危険を防除 

（都計法第

8条） 

防火地域 
・都心部，主要幹線沿いに指定 

・小規模以上の建物を耐火建築物とするよう義務付け 

・地域内の出火と延焼を抑制するだけでなく，地域外からの出火に

対しても大火への発展を抑制 

準防火地域 
・上記地域を取り巻くように指定 

・中規模以上の建物を耐火・準耐火建築物にするよう義務付け 
・市街地における火災の危険を防除するため，木造建築物が密集し

ている場合は，建蔽率の引き上げに伴い，準防火地域を指定し，一

定規模の建物に対して防耐火性能を要求する必要がある。 

上記以外 
（建基法 22 条地域） ・大規模な建物に防耐火性能を義務付け 

避難上の安

全性の観点 

（敷地外へ

の避難のし

やすさ） 

・壁面後退などにより空地を確保できることが望ましい 
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※固定資産課税台帳情報を基に本市作成
※対象エリア：工業地域，工業地域に隣接する準工業地域

①ＪＲ北側

②上鳥羽・吉祥院

③久我・羽束師

④下鳥羽・横大路
《凡例》

：地域中核拠点エリア

竹田

丹波橋
近鉄丹波橋
桃⼭御陵前伏見桃⼭

中書島

淀

桂川

洛⻄⼝

桂
⻄大路

⻄京極

⻄院

太秦天神川

円町

工業地域における職住近接の検討 補足資料6-1

■双方の理解を深めるための取組イメージ

○ 工場からの騒音などの影響を軽減するための措置を住宅側で用意
① 工場の操業環境と住環境の両立（物理的な配慮）

工業地域 主として工業の利便の増進を目的とする地域

● 新しく入る住宅側が，まちを十分理解することが大事
● エリア内にある企業が出ていかないようにすることも大事
● 住宅と工場の双方が理解し合うことが大事

○ 工業地域の地域特性を十分理解したうえで住宅を供給・取得
するための仕組みを用意

② 工業地域であることを認識（理解による配慮）

● 物理的な配慮を求める場合，コスト面の課題も出てくるので
インセンティブの検討も必要

○ 働きやすい都市環境の向上に資する利便施設を住宅側で用意

● まちの利便性を向上させながら職住近接を進めていっても良い
のではないか。

・利便施設が一定充足しており，働きやすい都市環境は整って
いる。（補足資料６-４）

● 窓性能を条件としたインセンティブを付与できれば，音の低減
だけでなく，省エネや環境配慮に寄与するなど，サスティナブル
でポジティブな方向性で打ち出していけると良いのではないか。
・窓などの開⼝部の遮音性能の向上や空地の確保などを条件に
インセンティブを付与

・住宅を取得する際に工業地域の趣旨について説明
・物理的な配慮・理解による配慮の仕組みの構築を前提として
住工の調和を図る地域であることを，工場側も理解
（制度開始前の工業系団体への丁寧な説明）

住宅＞工場：赤色（色が濃いほど住宅が占める割合高）
工場＞住宅：⻘色（ 〃 工場が占める割合高）

：80％〜：0〜40％ ：40〜80％
：80％〜：0〜40％ ：40〜80％

※数値は工場・住宅の各割合（％）の差分を示す。

住工の調和を
図るべきエリア

○ 工業地域における職住近接を実現するためには，操業環境の
保全・向上や生産機能の高度化への対応に影響がないことが不可欠

○ 現行の工業地域のまま，ものづくりと調和し生活利便が整った
居住環境の創出が必要工業系用途地域における工場・住宅の混在状況（2021(R3)年時点，床面積割合ベース）

住宅の立地状況については
補足資料６-２，６-３参照



昭和４６年 ⻄京極駅周辺用途地域 昭和４８年 ⻄京極駅周辺用途地域

⻄京極駅 ⻄京極駅

Ⓩ

住居地域
商業地域
準工業地域
工業地域
市街化調整区域

近隣商業地域
住居地域

商業地域
準工業地域
工業地域
市街化調整区域

⻄京極駅周辺の用途地域変遷 補足資料7-4



大正元年（１９１２年）頃 昭和１０年（１９３５年）頃

昭和２８年（１９５３年）頃 昭和４５年（１９７０年）頃

⻄京

⻄京極駅

⻄京極駅

⻄京極駅

⻄京極駅周辺の歴史 補足資料7-5



⼈⼝密度の増減（桂川・洛⻄⼝駅周辺） 補足資料8-4

※H12人口に対するR2人口の増減率
：駅勢圏 ：-50%以下

：-50%超〜0%以下
：0%超〜+50%以下

：+100%超
：+50%超〜+100%以下 ：住居系用途地域

：商業系用途地域
：工業系用途地域
：市街化調整区域

：市界

※国勢調査の情報を基に本市作成

桂
川

桂川駅
洛⻄⼝駅



⼈⼝密度の増減（向日町駅周辺）
※H12人口に対するR2人口の増減率

補足資料9-4

：駅勢圏 ：-50%以下
：-50%超〜0%以下
：0%超〜+50%以下

：+100%超
：+50%超〜+100%以下 ：住居系用途地域

：商業系用途地域
：工業系用途地域
：市街化調整区域

：市界

※国勢調査の情報を基に本市作成

桂
川

《
国
道
１
７
１
号
》

向日町駅

桂川駅

洛⻄⼝駅



⼈⼝密度の増減（六地蔵駅周辺） 補足資料10-4

※H12人口に対するR2人口の増減率
：駅勢圏 ：-50%以下

：-50%超〜0%以下
：0%超〜+50%以下

：+100%超
：+50%超〜+100%以下 ：住居系用途地域

：商業系用途地域
：工業系用途地域
：市街化調整区域

：市界

※国勢調査の情報を基に本市作成

JR 六地蔵駅京阪六地蔵駅

地下鉄六地蔵駅

桃⼭南⼝駅

石田駅

木幡駅

木幡駅



向日市 京都市 期待される
主な効果

住
む

住

利
便
性

生
産
性商

働
く 工

駅周辺の都市計画制限（用途・ボリューム）の概念図

市境エリアの都市計画のギャップの合わせ方の検討【桂川・洛⻄⼝駅周辺】

・ホテル，オフィス，公園等
（市街化調整区域）

検討に向けた論点
○⼈⼝減少，地理的制約といった課題を抱える中，都市機能の集積による効果（利便
性・生産性）を高めるために，都市計画の一体性をどのように図っていくべきか

陸上自衛隊

補足資料12-1



向日市 京都市 期待される
主な効果

住
む

住

利
便
性

生
産
性商

働
く 工

検討に向けた論点
○⼈⼝減少，地理的制約といった課題を抱える中，都市機能の集積による効果（利便
性・生産性）を高めるために，都市計画の一体性をどのように図っていくべきか

駅周辺の都市計画制限（用途・ボリューム）の概念図

・駅前広場，中層の商業・業務・サービス棟
（市街地再開発事業）

・大規模オフィス
（市街化調整区域）

・超高層の住宅棟
（市街地再開発事業）

市境エリアの都市計画のギャップの合わせ方の検討【向日町駅周辺】 補足資料12-2



宇治市 京都市 期待される
主な効果

住
む

住

利
便
性

生
産
性商

働
く 工

駅周辺の都市計画制限（用途・ボリューム）の概念図

・基盤整備（地下鉄東⻄線，外環状線）
・大規模団地

・基盤整備（地下鉄東⻄線，外環状線）

市境エリアの都市計画のギャップの合わせ方の検討【六地蔵駅周辺】
検討に向けた論点
○⼈⼝減少，地理的制約といった課題を抱える中，都市機能の集積による効果（利便
性・生産性）を高めるために，都市計画の一体性をどのように図っていくべきか

東部CC跡地

補足資料12-3



京都の都市特性を踏まえた「持続可能な都市構造」の実現に向けた方策の見取り図（方策一覧：別紙） 

 歴史，文化，観光資源などが市内の隅々まで存在し，特色ある多様な地域がネットワーク 

※市内の様々な地域で，歴史や伝統に培われた文化や景観，産業，知恵などが存在 

 

 

  

   
 

空き家対策，路地再生，京町家保全， 
団地再生，生産緑地，既存集落の維持 等 

全国一律のルール・ゾーニング 

（人口増加・都市の拡大等に対応） 

○京都の魅力を高める土地利用 充実 
・地域資源をいかしたまちづくりの展開による新たな価値を創造する拠点整備への支援（学術文化・交流・創造ゾーン） 
・市街化調整区域の地区計画の活用 等 

○大規模な活用可能地・低未利用地の土地利用 充実 
・適切な都市機能の誘導（地区計画等） 
・民間活力の導入も見据えた市営住宅の活性化・再生事業 等 

○都市計画上の方策の方向性 充実 
・都市格の向上により高まった都心部の熱を受け止める新たな拠点の形成 
・京都の未来を支える若い世代に選ばれる居住環境の創出 
・隣接市町の都市開発や将来的な都市基盤との一体的・連続的なまちの形成 

関係施策の連動性を深めた 
総合性の高い方策の推進が不可欠 

関係施策と連動する 
機会が増加 

京都の特性に合ったルール・ゾーニング 

（人口減少，都市の地理的制約等に対応） 

○線引き・用途地域（位置・用途） 
○建蔽・容積率（大きさ） 
○高度地区（市街地環境） 

都市計画上の方策 従来 
・法改正に都度対応 
・インフラ整備等に随時対応 
・地区計画等の個別対応 

京都の魅力を守り磨く，
時代に対応していかす 

次世代のための都市環境と
都市機能の受皿をつくる 

補足資料 13-1 



京都の都市特性を踏まえた「持続可能な都市構造」の実現に向けた方策一覧 

方
面 

拠点名 
類
型
※1 

人
口
密
度
※2 

京都の特性に合ったルール・ゾーニング※3 
（人口減少・都市の地理的制約に対応） 

全国一律のルール・ゾーニング※3 
（人口増加・都市の拡大が前提） 

 

関係施策 
 
・空き家対策 

・路地再生 

・京町家保全 

・団地再生 

・生産緑地 

・既存集落の維持 

  等 

住
居
系
用
途
地
域 

 

充
実 

商
業
系
用
途
地
域 

 

充
実 

工
業
系
用
途
地
域 

 

充
実 

日常生活エリアにおけ
る生活サービスや地域
コミュニティの確保 

京都の活力の 
維持・向上 

地域資源をいかした 
まちづくりの展開による 

新たな価値創造 

 

立地適正化計画制度，
モニタリング 

大規模な活用可能地・ 
低未利用地の土地利用 

京都の魅力を高める 
土地利用（学術文化・交
流・創造ゾーン） 充実 

 

北
部 

国際会館 ② 48 ●   ○ ○ ☆  
北大路 ① 102 ● ○  ○ ○ ☆ 
今出川 ② 106 ○   ○ ○ ☆ 
出町柳 ② 92 ●   ○ ○ ☆ 
北野白梅町 ③ 109 ○   ○ ○ ☆ 

都
心
部 

丸太町 ① 147  ○  ○ ○ ☆ 
東山 ② 59  ○  ○ ○ ☆ 
七条 ② 77  ○  ○ ○ ☆ 
円町 ① 129  ○ ○ ○ ○ ☆ 
西院 ① 165 ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ 
西大路 ① 122 ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ 
梅小路京都西 新 104 ☆ ☆ ☆ ○ ○ ☆ 

西
部 

嵐山 ② 71 ●   ○ ○ ☆ 
太秦天神川 ① 128 ☆  ○ ○ ○ ☆ 
西京極 ① 113 ☆  ○ ○ ○ ☆ 
桂 ① 108 ●   ○ ○ ☆ 
桂川 ① 78 ○ ☆  ○ ○ ☆ 
洛西口 ③ 75 ○ ☆  ○ ○ ☆ 
向日町 新 89 ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ 
洛西ＢＴ ① 85 ●   ○ ○ ☆ 

南
部 

竹田 ① 64 ☆ ☆ ○ ○ ○ ☆ 
丹波橋 ① 97 ○ ○  ○ ○ ☆ 
桃山御陵前 ① 90  ○  ○ ○ ☆ 
中書島 ① 70  〇 ○ ○ ○ ☆ 
淀 ③ 32 ☆ ○ ☆ ○ ○ ☆ 

東
部 

山科 ① 107 ★ ☆  ○ ○ ☆ 
椥辻 ① 117 ☆ ☆  ○ ○ ☆ 
醍醐 ① 65 ☆ ☆  ○ ○ ☆ 
六地蔵 ① 80 ☆ ☆  ○ ○ ☆ 

他 市街化調整区域 ― ― ― ― ― ○ ― ☆ 
※1：持続可能な都市構築プランの類型（①交通結節・賑わい型，②文化・大学・観光型，③生活拠点型 ※複合的な特性を持つエリアは主な類型に区分） 

※2：住民基本台帳（平成 31年 1月 1 日時点）の人口を基に本市作成 

※3：各用途地域に記載する○…全市平均の用途地域割合（各用途地域が市街化区域に占める割合）を上回るもの，☆…都市計画上の方策の充実を検討しているもの（うち，●・★…駅前の低層住専） 

連動性を深めた総合性
の高い方策の推進 

都市マスの方針ベース 

補足資料 13-2 


